
　独立行政法人日本貿易振興機構（法人番号2010405003693） の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項
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理事長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　　当機構は対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じたイノベーション創出支援や、農林水産物・食品
の輸出促進、中堅・中小企業等の海外展開支援に取り組むとともに、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商
政策に貢献することが求められる。役員には国際機関や国内外要人との会談・折衝のために必要な知識と経験、
語学力や交渉力等の資質、通商政策や国内外情勢への精通等が不可欠である。
　　報酬の支給水準の設定にあたっては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣
議決定）を踏まえ、当機構の職務の特性や国家公務員等の報酬・給与を勘案している。
　　なお、独立行政法人日本貿易振興機構役員報酬規程（以下「役員報酬規程」という）において、令和3年度の
本俸月額は理事長1,095,000円、副理事長942,000円、理事814,000円、監事736,000円と定めている。

  ②  令和3年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　経済産業大臣からの評価を受け（右記参照）、理事長の業績給の額を決定する。その他
役員の業績給の額は、経済産業大臣の評価結果及び役員としての業務に対する業績評価
をそれぞれ50%の割合で勘案し、右記を準用して理事長が決定する。
　なお、監事については、業績連動は不適当であるためB評価に固定しており、業績評価は
勘案していない。

　③ 役員報酬基準の内容及び令和3年度における改定内容

　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成されており、役員報酬規程に
則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（1,095,000円）に地域付加額（219,000円）を加算して得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の155に、6月に支給する場合において100分の
50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、さらに基準日以前6カ月以内の期間における
在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　・業績給は、月例支給額に100分の266を乗じて得た額に、経済産業大臣の評価結果（上記②参
照）に則した割合を乗じて得た額としている。在職期間に基づき日割り計算をする際は、業績給の
額を365で除した額を１日分としている。
　
　なお、令和3年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末手当を減改定する勧告がな
されたことを踏まえ、賞与における係数を100分の167から100分の155へ変更した。
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　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成されており、役員報酬規程に
則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（942,000円）に地域付加額（１88,400円）を加算して得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の155に、6月に支給する場合において100分の
50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、さらに基準日以前6カ月以内の期間における
在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　・業績給は、月例支給額×100分の266×100分の50×経済産業大臣の評価結果に則した割合
（上記②参照）＋月例支給額×100分の266×100分の50×役員としての業務に対する業績評価割
合（上記②に準ずる）により算出した額としている。在職期間に基づき日割り計算をする際は、業績
給の額を365で除した額を１日分としている。
　
　なお、令和3年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末手当を減改定する勧告がな
されたことを踏まえ、賞与における係数を100分の167から100分の155へ変更した。

　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成されており、役員報酬規程に
則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（814,000円）に地域付加額（162,800円）を加算して得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の155に、6月に支給する場合において100分の
50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、さらに基準日以前6カ月以内の期間における
在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　・業績給は、月例支給額×100分の266×100分の50×経済産業大臣の評価結果に則した割合
（上記②参照）＋月例支給額×100分の266×100分の50×役員としての業務に対する業績評価割
合（上記②に準ずる）により算出した額としている。在職期間に基づき日割り計算をする際は、業績
給の額を365で除した額を１日分としている。
　
　なお、令和3年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末手当を減改定する勧告がな
されたことを踏まえ、賞与における係数を100分の167から100分の155へ変更した。

　 役員報酬規程に則り、非常勤役員手当を支給することとしており、非常勤理事の非常勤役員手
当は月額361,000円としているが、該当者はいない。
　なお、令和3年度において、非常勤役員手当の改定は行っていない。

　　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成されており、役員報酬規程
に則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（736,000円）に地域付加額（147,200円）を加算して得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の155に、6月に支給する場合において100分の
50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、さらに基準日以前6カ月以内の期間における
在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　・業績給は、月例支給額×100分の266に、評価結果がB評価である場合の割合（上記②参照）を
乗じて得た額としている。在職期間に基づき日割り計算をする際は、業績給の額を365で除した額を
１日分としている。
 
　なお、令和3年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末手当を減改定する勧告がな
されたことを踏まえ、賞与における係数を100分の167から100分の155へ変更した。

　役員報酬規程に則り、非常勤役員手当を支給することとしており、非常勤監事の非常勤役員手当
は月額140,000円としている。
　なお、令和3年度において、非常勤役員手当の改定は行っていない。



２　役員の報酬等の支給状況

令和3年度年間報酬等の総額 就任・退任の状況 前職

報酬（給与） 賞与 その他（内容） 就任 退任

理事長 千円 千円 千円 千円 ＊
22,173 13,140 6,405 2,628 2,628 （地域付加額）

副理事長 千円 千円 千円 千円 ◇

19,570 11,304 5,823 2,443 2,260 (地域付加額）

182 　(通勤手当）

Ａ理事 千円 千円 千円 千円 ※

16,996 9,768 5,032 2,196 1,953 (地域付加額）

242 　(通勤手当）

Ｂ理事 千円 千円 千円 千円 ◇

10,001 4,884 4,063 1,053 976 (地域付加額） 9月30日
76 　(通勤手当）

Ｃ理事 千円 千円 千円 千円 ◇

6,656 4,884 698 1,073 976 (地域付加額） 10月1日
97 　(通勤手当）

Ｄ理事 千円 千円 千円 千円 ◇

7,031 2,442 4,063 525 488 (地域付加額） 6月30日
37 　(通勤手当）

Ｅ理事 千円 千円 千円 千円 ◇

9,692 7,326 698 1,668 1,465 (地域付加額） 7月1日
203 　(通勤手当）

Ｆ理事 千円 千円 千円 千円 ※

16,483 9,768 4,761 1,953 1,953
(地域付加額）

G理事 千円 千円 千円 千円 ※
16,727 9,768 4,761 2,197 1,953 (地域付加額）

243 　(通勤手当）

H理事 千円 千円 千円 千円 ※
9,987 4,884 4,063 1,039 976 (地域付加額） 9月30日

62 　(通勤手当）

I理事 千円 千円 千円 千円 ※

6,105 4,884 209 1,011 976 (地域付加額） 10月1日
34 　(通勤手当）

Ａ監事
千円 千円 千円 千円 ※

14,208 8,832 3,326 2,049 1,766 (地域付加額）

283 　(通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,680 1,680 0 0

注３：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、総額を記入している。

注２：賞与には業績給を含む。

注４：「地域付加額」とは民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているものである。

注５：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄

役名

Ｂ監事
（非常勤）

注１：報酬（給与）、賞与、その他（内訳）の端数を千円未満切り捨て処理後に総額を表示。



３　役員の報酬水準の妥当性について【法人の検証結果】

 理事長

　副理事長

　理事

　理事(非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　令和元年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によると、企
業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区分）の専務取締役
の年間報酬額は、25,427千円である。

　令和元年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によると、企
業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区分）の常務取締役
の年間報酬額は、22,189千円である。

　該当者なし

　令和元年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によると、企
業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区分）の取締役の年
間報酬額は、18,297千円である。

　　当機構は対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じたイノベーション創
出支援や、農林水産物・食品の輸出促進、中堅・中小企業等の海外展開支援に取り
組むとともに、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商政策に貢献することが求め
られる。
　理事長には、当機構を代表して組織を運営する責務に加え、国際機関や国内外要
人との会談・折衝のために必要な知識と経験、語学力や交渉力等の能力、通商政策
や国内外情勢への精通等が求められる。
　報酬水準として国家公務員指定職を考慮している。なお、当機構と同程度の規模
の民間企業の報酬等は以下のとおり。

　令和元年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によると、企
業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区分）の副社長の年
間報酬額は、30,994千円である。

   当該機構の役員には、組織を運営する責務に加え、国際機関や国内外要人との
会談・折衝のために必要な知識と経験、語学力や交渉力等の資質、通商政策や国内
外情勢への精通等が求められており、それに見合った適切な処遇が必要である。ま
た、役員報酬には、主務大臣の業績評価が反映される制度となっており、今回の金
額についても、その結果を反映したものであり、適正であると認める。
　当該機構においては、報酬等の支給の基準について、国家公務員・民間企業の報
酬・給与等を考慮するなど、適正確保に向けた取組を行っており、経済産業省として
もそうした取組を促しつつ、支給水準の適正性について注視していく。

　監事（常勤）の年間報酬額を踏まえ、勤務日数を勘案した報酬水準としている。



４　役員の退職手当の支給状況（令和3年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

業績給の仕組みについては、上記１．②のとおり。なお、令和4年度の評価反映分より、副理事長お
よび理事の業績給における役員としての業績に対する業績評価の反映割合を50％から70%に引き
上げることとしている。

理事長 該当者なし

Ａ理事 該当者なし

Ａ監事 該当者なし

副理事長 該当者なし

法人での在職期間 退職年月日

理事長

副理事長

理事

監事

判断理由



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和3年度における主な改定内容

　日本食品海外プロモーションセンターの事業を推進するため、令和元年度よりプロモーション職にカテゴ
リー・マネージャーの職務を新設し、賞与に別に定める調整係数を適用して、高度な専門能力を発揮し成果
を上げた場合に、相応の民間レベルの給与を支給することとした。

令和3年度における主な改定は、以下のとおり。

　
　・賞与の支給係数を0.15ヵ月引き下げた。（年4.45ヵ月→4.3ヵ月）

　業績給の額は、それぞれの基準日現在における本俸、特別都市手当、広域異動手当の月額の合計額を
基礎額として、業績給の割合を乗じた額に、基準日以前におけるその者の勤務期間の区分に応じて別に定
める割合を乗じて得た額に、支給係数のうち職員各人の業績評価に応じて0.8から1.2の間の評価係数を乗
じた額に、法人の業績評価に応じて0.8から1.2の間の評価係数（ただし6月に支給する業績給の法人評価係
数は1.0とする）を乗じた額とする。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　目標管理型の人事評価制度により、職員の個人業績および能力の発揮度合を処遇に反映するとともに、
人事院勧告等を参考に、社会一般の情勢に適合した給与水準となるよう努める。
　職員の給与水準を検討するにあたり、厚生労働省が実施している「賃金構造基本統計調査」を参考として
いる。当機構は商社やシンクタンクなどと人材確保の点で競合するが、令和２年の同調査によれば、商社を
含む中分類「各種商品卸売業」、シンクタンクを含む中分類「学術・開発研究機関」に該当する民間企業（い
ずれも10人以上の企業計）の年間平均給与は、それぞれ11,152千円（大学卒）、7,838千円（大学院卒）と
なっている。なお、当機構の年間平均給与（事務・技術、研究、プロモーション職の平均）は8,164千円であ
る。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　管理職及び非管理職の個人業績の評価結果を、賞与の「業績給」部分に反映させている。
　
　　＜賞与における個人業績反映部分の割合＞
　　　　　事務職・研究職　　：　管理職　50％、　非管理職　40％
　　　　　プロモーション職　：　管理職　90％、　非管理職　80％

　また、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成26年9月2日総務大臣決定）において、法人評価結果を
役職員の処遇等に活用すること等についても留意することが示されたのを踏まえ、平成27年度評価の反映
分から、法人業績評価結果も業績給部分に反映させている。
　

　独立行政法人日本貿易振興機構職員給与規程に則り、本俸、扶養手当、職責手当、超過勤務手当、特
別都市手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手当、賞与としている。
　賞与については、固定部分と業績給の部分からなる（支給：6月、12月）。賞与の固定部分の額は、それぞ
れの基準日現在における本俸、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当の月額の合計額を基礎額として、
支給係数のうち固定部分の割合を乗じた額に、基準日以前６ヵ月間におけるその者の在職期間の区分に応
じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

603 44.4 8,164 5,953 144 2,211
人 歳 千円 千円 千円 千円

504 43.4 7,949 5,809 146 2,140
人 歳 千円 千円 千円 千円

96 49.8 9,251 6,700 130 2,551
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 42.8 9,526 6,170 141 3,356

人 歳 千円 千円 千円 千円

192 44.3 14,415 12,764 0 1,651

人 歳 千円 千円 千円 千円

112 54.2 4,641 3,466 194 1,175

人 歳 千円 千円 千円 千円

112 54.2 4,641 3,466 194 1,175
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：非常勤職員については、該当者がいないため記入欄を省略。

注4：「プロモーション職」とは、農林水産物・食品の海外プロモーションに関する専門的業務を行う職種を指す。

注5：任期付職員（年俸制）の研究職およびプロモーション職、並びに再任用職員の事務・技術職および
　　研究職については、それぞれ該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの
　　あることから、区分以外は記載せず、全体の数値からも除外している。

事務・技術

任期付職員
(年俸制）

研究職

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ職

再任用職員

事務・技術

再任用職員
（年俸制）

研究職種

注3：医療職種（病院医師及び病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員）の各職種は該当者がいない
    ため記入欄を省略。

任期付職員
(年俸制適用者を除く）

区分 人員 平均年齢
令和3年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

研究職

プロモーション職

在外職員



② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
    〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注2：任期付職員を含む。また、研究職員には年俸制適用者を含む。以下、④まで同じ。
注3：プロモーション職については、各階層・区分の該当者が2名以下のためグラフおよび表の作成を行わない。
　　　以下、④まで同じ。
注4：研究職員の28-31歳の階層は該当者が2名以下のため平均額を示す点を表示していない。
注5：研究職員の32-35歳および36-39際の階層は該当者が4名以下のため　第1・第3四分位折れ線を表示 していない。

0

20

40

60

80

100

120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人

千

0

5

10

15

20

25

30

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（研究職員）

千

人

千



（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

　・本部部長
20 55.4 12,097 12,806 ～ 11,360

　・地方部長
9 56.1 11,928 12,781 ～ 10,628

　・本部課長
100 51.5 10,674 11,859 ～ 8,854

　・地方課長
57 50.9 10,334 12,008 ～ 7,735

　・本部課長補佐 84 45.5 8,225 9,508 ～ 6,469

　・地方課長補佐 10 45.6 7,711 8,775 ～ 6,796

　・本部係員 215 39.9 4,891 8,859 ～ 3,872

　・地方係員 121 44.7 5,003 10,012 ～ 3,845

（研究職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

　・研究部長
10 55.6 11,299 12,143 ～ 10,312

　・研究課長
37 53.3 10,187 11,246 ～ 8,181

　・研究員
49 45.9 7,873 9,629 ～ 4,692

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.9 48.0 49.5

％ ％ ％

49.1 52.0 50.5

％ ％ ％

         最高～最低 52.4～38.4 55.7～42.4 53.6～41.2

％ ％ ％

69.9 67.7 68.8
％ ％ ％

30.1 32.3 31.2
％ ％ ％

         最高～最低 50.0～0 50.7～0 49.4～0

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.9 48.5 49.7

％ ％ ％

49.1 51.5 50.3

％ ％ ％

         最高～最低 51.8～38.６ 54.2～40.9 53.0～39.7

％ ％ ％

60.0 58.1 59.1

％ ％ ％

40.0 41.9 40.9

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～34.8 44.6～37.0 46.2～35.9

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

注：研究職員のうち、任期付職員（年俸制）の賞与は6月、3月に支給している。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
(平均）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

千円

④ 賞与（令和3年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
(平均）

千円

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案                      　　　 110.1

・年齢・地域勘案　　　　 101.8

・年齢・学歴勘案　　　　　 106.8

・年齢・地域・学歴勘案　　 99.3

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　令和3年度のラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）は、99.3となった。対国家公務
員指数（年齢勘案）が110.1と国家公務員の水準に比べて高くなっているのは、大卒者
の割合が高いこと、在職地域が本部（東京）等の都市部に集中していることが主因と
なっている。
　本部勤務の割合が約７割と高いことに加え、地方において増加する海外展開支援事
業に必要な体制強化のため、50にのぼる国内拠点に人員を配置しており、その人員の
大半が本部から異動して勤務し、国の制度を準用した異動保障制度の対象となってい
る。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合】90 ％
（国からの財政支出額　486億円、支出予算の総額　540億円：令和3年度）
【累積欠損額　0円（令和3年度決算）】
【管理職の割合】　32.8%　（常勤職員567人中186人）
【大卒以上の高学歴者の割合】　94.4%　（常勤職員567人中535人）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　30.9%】
（支出総額437億円、給与・報酬等支給総額135億円：令和3年度決算）

（法人の検証結果）
　当機構は、語学力や専門性の高い優れた人材を登用する必要があり大卒以上の高
学歴者の割合が高いこと、在職地域が都市部に集中していることなどの要因により、対
国家公務員指数（年齢勘案）が高くなる傾向にある。
　給与水準の適正化に向けて、一般事務等を行う常勤嘱託員の採用など雇用形態の
多様化を通じた職員構成の見直しを行ってきたところ、対国家公務員指数（年齢・地
域・学歴勘案）は26年度以降100～101ポイント台で推移してきており令和3年度には
99.3となった。令和3年度は、人事院勧告を踏まえ国家公務員に先立って下期賞与の
減額を行ったが、この影響を鑑みても概ね妥当な水準となっている。

（主務大臣の検証結果）
    当該機構の事務・技術職員の対国家公務員指数は高くなっているが、当該機構の
業務を遂行するためには、高い語学力、海外での交渉に必要とされる異文化への高
い順応性、国際情勢への精通、貿易投資に関する高度な知識が必要となるなど、専門
性の高い優れた人材を登用する必要がある等に鑑みるとやむを得ない面もある。引き
続き、常勤嘱託職員の採用による雇用形態の多様化等の取組を進めていく必要があ
ると考える。

講ずる措置
中期計画に掲げる業務遂行のため、雇用形態の多様化、効率的かつ効果的な人員
配置に引き続き取り組んでいく。

項目 内容

２人 ５人２人 ５人



○研究職員

・年齢勘案                        　　96.2　　　　　　　　　94.3

・年齢・地域勘案　　　　　　　　　95.4 92.2

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　　95.7 94.0

・年齢・地域・学歴勘案　　　　　95.4 92.2

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○比較対象職員の状況
　・事務・技術職員
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の504人及び任期付職員欄の112人　計616人
　　616人の平均年齢45.4歳、平均年間給与額7,348千円
　　（*616人のうち49人は60歳以上のため、実際の比較対象者は567人）
　・研究職員
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の96人
　　96人の平均年齢49.8歳、平均年間給与額9,251千円

(扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）
　　月額　202,100円、　年間給与　2,990,070円
○35歳（本部課員）
　　月額　373,008円、　年間給与　6,160,226円
○50歳（本部課長）
　　月額　636,234円、　年間給与　10,586,624円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支
給。

上記１．②のとおり。
職員の個人業績評価結果及び法人業績評価結果を、賞与の「業績給」部分に反映さ
せている。

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
　対国家公務員指数（年齢勘案）は94.3、年齢・地域・学歴勘案でも92.2と100を下回っ
ており、給与水準は妥当であると考える。

（主務大臣の検証結果）
 当該機構の研究職員の対国家公務員指数はいずれも100を下回っていることから、給
与水準は適正であると考える。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況



Ⅲ　総人件費について

令和元年度 令和２年度 令和３年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D) 2,462,297 2,434,817 2,482,638
千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし。

「給与、報酬等支給総額」対前年度比：104%
　・職員数の増加
　･コロナ禍における各種調整（海外ポスト着任の遅れ、本邦退避時の在勤手当調整等）の解消による増加
　・海外労務費の増（ナショナルスタッフ退職数の増加　等）
　・人事院勧告を踏まえた賞与支給係数の引き下げ
「退職手当支給額」対前年度比：１31％
　・退職者数の増加による。
「非常勤役職員等給与」対前年度比：111%
　・プロジェクト実施のための業務委託費（派遣）、臨時職員数の増加　等による。
「福利厚生費」対前年度比：102%
　・社会保険料の増加（標準報酬月額上限の引き上げ）
　･職員数の増加に連動した社会保険料の増加 等による。

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月27日閣議決定）を踏まえ、役職員の退職手当
について以下の措置を講じている。
・役員
国家公務員の退職手当調整率の改正 （87/100 →83.7/100 ）に準じて、平成30年1月1日以降退任する役員
の退職手当にかかる支給係数を 10.875/100 （＝ 12.5× 87/100 ）から 10.4625 （＝ 12.5 ×83.7/100 ）に変
更した。
・職員
国家公務員の退職手当調整率の改正（87/100→83.7/100）に準じて、平成30年３月23日以降退職する職員
の退職手当の調整率を100分の87から100分の83.7に変更した。

福利厚生費

最広義人件費
18,041,471 18,095,535 19,056,542

注１：中期目標期間の開始年度分から当該年度分までを記載している。
注2：財務諸表の付属明細書における「役員及び職員の給与の明細」については、通勤手当が含まれていな
いため、本表とは一致しない。

退職手当支給額
421,971 380,357 496,780

非常勤役職員等給与
1,977,273 2,244,680 2,482,344

区　　分

給与、報酬等支給総額
13,179,930 13,035,680 13,594,778


